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令和５年度以降における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

及び学校給食等への支援の継続等について（緊急要望） 

 

新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の分類を２類から５類へ引き

下げる方針が決定されたが、学校現場においては、継続して感染対策や教育活動

のための環境整備などを行い、子供たちの学びを保障するために日々取り組んで

いる。 

また、長引く物価高騰は、学校給食等の食材調達に大きな影響を与えているが、

そのような中にあっても、各自治体においては、子供たちの成長を支えるため栄

養バランス等が確保された学校給食等を提供することに努めている。 

このような状況の中、各自治体の自助努力だけでは、より安価な食材の使用や、

調理方法を変更する等の工夫にも限界があり、さらに、物価高騰が続くことにな

れば、学校給食の質の維持にも影響を及ぼすことが懸念されている。 

学校給食費等の保護者負担の軽減等については、令和４年度においては、「コロ

ナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」により、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金（以下「臨時交付金」という。）の活用の対象と

されているところである。 

現在、学校設置者である多くの自治体で、この臨時交付金の活用により給食費

等に公費を投入するなど、保護者負担の軽減が図られているが、臨時交付金の活

用は今年度限りの措置となっている。 

一方、学校給食法の制定後、半世紀以上が経過し、少子化の進展等の社会情勢が

変化する中、長期的な視点で、切れ目なく学校給食費等の保護者負担の軽減を図

る必要がある。 

各自治体においては、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない状

況及び昨今の物価高騰へ対応するため、令和５年度以降も引き続き、感染症対応

やコロナ禍での教育の継続、家庭への支援等に取り組んでいく必要があることか

ら、以下のとおり要望する。 
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 １ 新型コロナウイルスの感染症法上の分類や物価高騰に関わらず、臨時交付

金のような一時的な措置ではなく、国全体として学校給食費等の負担の在り

方を抜本的に整理した上で、国の責任で財源を含め具体的な施策を示すこと。 

 

 ２ 考え方の抜本的な整理に時間を要する場合は、令和５年度も引き続き、臨

時交付金を継続し、臨時交付金の対象事業に、保護者の負担を軽減するため

の学校給食費等の支援を早急に位置付けること。 

 

 ３ 新型コロナウイルスの感染症法上の分類や物価高騰に関わらず、学校給食

費だけでなく、学校における感染症対応や新型コロナウイルス禍での教育活

動の継続に必要な支援について、令和５年度も当該臨時交付金を継続すると

ともに、その対象事業に位置付け、さらに、地方単独事業への充当が可能とな

るよう弾力的な取扱いとすること。 


